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新 しい会社法 が平成 17年 6 月 29 日に国会 にて成立 し，平成 18年度 に施行 され

る運 びに な りま した。 昭和 50年代 か ら始 まった会社法 制が集大 成 し， わが国 の

基本法 であ る商法が大変 革 を行 い2 1世紀法 制の魁 とな る改革 が成 された とい え

ます 。

会社 法 は，企 業で ある会社 に法 的 な自由度 を付与 した 自治 法制で あ り， きわ

めて選択 肢が多 様 に選定 で きる仕 組み となって いるため，各 会社 が 自らの組織

に最 も フ ィ ッ トした 法 制 度 を 自 己責 任 にお い て 選 択 し ます 。

このため ，法 の 目的や構 成 内容 を充分 に確 認す る必要が あ ります。 わが 国に

企業 数 は26 0万社 に な ります が，公 開企業 は きわめ て少数 であ り，そ の他 は非

公開企 業 （株式 譲渡制 限会社） であ り， またその多 くはいわゆ る中小企 業で あ

り ます 。

本書 は， 中小 企業 とその コ ンサル ティ ングを担 当 して いる税 理士等 の方 々の

会社 法 を活 用 す る手 引 き と な る こ と を 目標 と して ま とめ ま し た。

企 業経営 に携 わ る関係 者が対応 す るであろ う と思 われ る会社 法制 の項 目を列

挙して ，分 か りやす い ‘‘Q ＆A 方 式” に よ り法 の趣 旨，利用 方法 を記述 し，必

要に応 じ ‘‘用語 解説” コラムを設 けてい る実務 書で あ ります。

執筆 者 は，現在，税 理士・ 会 計士 と して実際 に多 くの企 業経営 にア ドバ イザ

リー として参 画 してい る実務担 当者で あ り，各地 にお いて研 修講 師 も努め てい

て， これ らの経 験 を活 か した立場 で本書 を記述 しま した。

会社 法 は，経済活性化 機能 を導入 し，わが 国の企業 の活 力 を高 める法制 を 目

指してお ります。多 くの企業 とその 関係 者の方 々が， このベ ク トル を実感 し会

社ご発 展 の一助 に本書 の活用 をいただ ければ幸甚 に存 じます。



本欄 をお借 りして ， この実 務書 の ま とめ に多用 な 日々の なか，「今，私 た ち

が企業 のため に何 の責務 をつ くさなけれ ばな らないか」 との信 念 において執筆

された著 者の方 々に深 い感 謝 を， また，本書 の企画 ，編集，校 正 にお いて多 く

のご尽力 いた だいた税務経 理協会 の大坪社長 ，堀 井 さん，小林 さん に心 よ り御

礼申 し上 げ ます。

平成17年 8 月

夏空 に緑風 が さえわた る 日に

税理士 平川 忠雄


